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児童・生徒指導とは、児童生徒一人一人の社会的な自立を目指し、その実現のために

必要となる自己指導能力の育成を図ることにある。そのため、各学校においては、校長

のリーダーシップのもと、個々の児童生徒の発達の段階に応じた適時、適切な児童・生

徒指導を、全校体制で推進することが重要である。

児童・生徒指導をとおして育てる能力や態度等

○ 自らをかけがえのない存在として認識する自尊感情

○ 生命尊重の精神や人権感覚、思いやりの心を備えた豊かな感性

○ 自己の夢や希望を実現しようとする意欲や態度

○ 集団や社会の一員としての自覚や責任ある態度及び規範意識

○ 望ましい人間関係を構築できる能力

○ 場に応じて適切に判断し行動する力

【努力点】

①〔学業指導の充実による発達課題の達成〕

児童生徒理解に基づく系統的な指導と発達課題の達成を図る児童・生徒指導の推進

②〔ガイダンスの機能の充実〕

自己の在り方生き方を考え、よりよい自己決定を行うためのガイダンスの機能の充実

③〔問題行動等対策〕

問題行動等への適切な対応と危機管理体制の整備

④〔家庭・地域等との連携〕

開かれた児童・生徒指導の展開による家庭、地域、関係機関等との連携強化

【取り組むべき具体的内容】

〔学業指導の充実による発達課題の達成〕に関すること

○ 学習習慣の確立と分かる喜びや達成感を実感させる授業の工夫と実践

○ 互いの立場を尊重しながら心情や考えを伝え合う力を育成するための授業や学級

（ＨＲ）活動等の工夫

○ グループ活動の工夫とルールを学ばせる場の設定による規範意識の向上

○ 「読書活動」や「あいさつ運動」など具体的実践を通した、豊かな心や社会性を育

むための指導・援助の充実

○ 「行動の記録に係る発達課題の評価表」等を活用した指導に生かせる評価の実施

〔ガイダンスの機能の充実〕に関すること

○ 主体的に選択・決定させ、その判断には責任を持たせる活動の場や機会の設定

○ 学校生活への適応や在り方生き方に関する、教育相談、進路相談などの充実

〔問題行動等対策〕に関すること

○ 教職員間の共通理解による、一貫性のある毅然としたねばり強い指導の充実

○ 暴力行為やいじめ問題等の要因・背景を踏まえた予防的及び組織的対応の強化

○ インターネットの利用に関する指導及び情報モラル教育の充実

〔家庭・地域等との連携〕に関すること

○ 「家庭学習のすすめ」などを活用した、家庭学習の習慣化への取組の充実

○ 地域・関係機関等と連携したサポートチームの活用などによる問題行動等の未然防

止、解決に向けた取組の工夫

〔本年度の重点〕

◎ 児童生徒が意欲的に学習活動に取り組めるよう「学業指導」の充実を図る。

◎ 異校種間連携の充実や組織的対応により、不登校、中途退学の減少を目指す。


